
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、遠
藤
孝
志
さ
ん
（
46
歳
）
で
す
。

孝
志
さ
ん
は
長
井
市
時
庭
在
住
で
、
水
稲
、
大
豆
、
露

地
野
菜
を
中
心
に
12
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
を
栽
培
し
て
い
る

若
手
農
業
者
で
す
。

孝
志
さ
ん
は
地
元
高
校
を
卒
業
後
、
県
外
の
大
学
へ
進

学
し
、
そ
の
後
郵
便
局
の
配
達
員
と
し
て
10
年
ほ
ど
勤
務
。

休
日
は
実
家
の
農
業
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
勤
務
し
て
い

ま
し
た
が
、35
歳
で
退
職
し
、専
業
農
家
に
。
親
元
就
農
で
、

父
親
が
水
稲
、
孝
志
さ
ん
が
大
豆
と
露
地
野
菜
を
担
当
し

て
い
ま
し
た
。

現
在
は
就
農
11
年
目
。
２
０
２
５
年
４
月
に
は
水
稲
も

父
親
か
ら
引
き
継
ぎ
、
本
格
的
に
農
業
に
勤
し
む
傍
ら
、

農
家
仲
間
と
農
産
品
や
そ
の
加
工
品
の
販
売
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
し
た
り
、
地
元
豊
里
神
社
の
賛
助
会
役
員
や
豊
田
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
事
業
に
関
わ
る
な
ど
文
化
の
継

承
や
地
域
を
盛
り
上
げ
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

孝
志
さ
ん
は
長
井
の
在
来
作
物
の
生
産
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
加
工
品
の
販
売
や
周
知
活
動
を
精
力
的
に
行
う
と
と

も
に
、
最
近
で
は
在
来
大
豆
「
馬
の
か
み
し

め
」
の
変
異
種
の
発
見
や
、
そ
の
変
異
種
を

味
噌
屋
さ
ん
と
共
に
味
噌
に
加
工
し
販
売
す

る
な
ど
、
様
々
な
こ
と
に
挑
戦
を
し
て
い
ま

す
。孝

志
さ
ん
は
「
農
業
は
大
変
な
こ
と
も
多

い
で
す
が
、
自
分
の
育
て
た
作
物
が
『
美
味

し
い
！
』
は
も
ち
ろ
ん
、『
お
も
し
ろ
い
！
』

と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
の
が
嬉
し
い
で
す
。

自
分
も
や
っ
て
み
た
い
と
思
え
る
農
業
を
子

供
た
ち
に
見
せ
て
い
け
る
よ
う
、
日
々
精
進

で
す
ね
！
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

今
後
の
孝
志
さ
ん
の
さ
ら
な
る
活
躍
に
期

待
し
、
応
援
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
取
材
・
安
部　

剛
）

農委広報

遠藤　孝志 さん
（時庭）

頑張る若手農業者の紹介頑張る若手農業者の紹介
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暦
の
上
で
春
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
厳

し
い
寒
さ
が
続
い
て
居
り
ま
す
。
令
和
８

年
を
心
穏
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
年
明
け
か
ら
の
大
雪
や
過
酷

な
夏
の
暑
さ
の
下
、
農
作
物
の
生
産
に
は

大
変
な
ご
苦
労
の
あ
っ
た
年
で
し
た
。
ま

た
、〝
今
年
の
漢
字
〞
に
選
ば
れ
た
「
熊
」

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
日
報
道
さ
れ

る
熊
問
題
も
深
刻
で
あ
り
ま
し
た
。

「
令
和
の
コ
メ
騒
動
」
と
言
わ
れ
コ
メ

流
通
に
混
乱
を
き
た
し
て
２
年
目
に
な
る

昨
年
、「
増
産
」
か
ら
「
需
要
に
応
じ
た

生
産
」
に
舵
を
切
る
と
の
方
針
が
国
か
ら

示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
生
産
現
場
、

流
通
現
場
、
消
費
現
場
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
関

心
の
高
ま
り
と
戸
惑
い
の
声
が
上
が
り
ま

し
た
。
生
産
現
場
か
ら
販
売
、
消
費
現
場

ま
で
の
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
は
、
国

の
「
食
料
安
全
保
障
」
を
進
め
る
上
で
大

変
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
私
た

ち
農
業
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
全
体
の
監
視
・
監
督
を
、
引
き

続
き
系
統
組
織
を
通
じ
て
国
に
対
し
求
め

て
参
り
ま
す
。

鈴
木
憲
和
農
林
水
産
大
臣
と
懇
談
す
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
そ
の
中
で
氏
は
、「
戦

略
本
部
」
を
立
ち
上
げ
、「
攻
め
る
農
政
」

と
「
守
る
農
政
」
の
分
野
を
明
確
に
し
、

具
体
的
な
戦
略
を
策
定
す
る
こ
と
を
示
さ

れ
ま
し
た
。
部
品
交
換
の
よ
う
な
農
政
の

修
正
に
は
終
わ
ら
な
い
と
信
じ
、
期
待
と

共
に
見
守
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

昨
年
、地
域
営
農
の
未
来
像
で
あ
る
「
地

域
計
画
の
策
定
」
と
、
誰
が
ど
こ
の
農
地

を
耕
し
て
ゆ
く
の
か
を
表
す「
目
標
地
図
」

の
作
成
を
終
え
ま
し
た
。

こ
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
新
規
就
農
の

若
者
や
農
業
法
人
へ
の
就
職
者
は
少
し
ず

つ
増
え
て
い
ま
す
。

私
た
ち
農
業
委
員
会
も
、
農
地
を
守
り

生
か
す
「
守
り
」
と
農
業
を
次
の
担
い
手

に
繋
ぐ
と
い
う
「
攻
め
」
の
理
念
の
下
、

引
き
続
き
活
動
し
て
参
り
ま
す
。

長
井
市
農
業
委
員
会
は
、
こ
れ
か
ら
も

農
業
者
と
農
業
の
代
表
機
関
と
し
て
、
本

市
の
農
業
と
日
本
の
農
政
を
し
っ
か
り
見

守
っ
て
参
る
所
存
で
す
。

本
年
が
皆
様
に
と
っ
て
平
穏
な
年
で
あ

り
ま
す
こ
と
と
、
ご
多
幸
を
祈
念
し
新
年

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

長
井
市
農
業
委
員
会

　
会
　
長寒

河
江
　
忠

　

今
年
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
伊
佐
沢

地
区
を
中
心
に
実
施
し
ま
し
た
。

　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
目
的
は
、
遊
休
農

地
の
実
態
把
握
と
発
生
防
止
・
解
消
で
す
。

　

一
度
耕
作
が
放
棄
さ
れ
る
と
、
再
生
利

用
が
困
難
と
な
り
、
地
域
の
農
地
利
用
の

継
続
に
も
大
き
な
支
障
を
き
た
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
早
期
発
見
と
対
策
が
重
要
で

す
。

　

調
査
の
結
果
、
耕
作
放
棄
が
懸
念
さ
れ

る
農
地
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
や
関
係
者

に
対
し
農
地
の
整
備
等
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

　

農
地
は
次
世
代
へ
と
継
承
す
る
大
切
な

地
域
資
源
で
す
。

　

今
後
と
も
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止

に
向
け
て
、
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

農
地
専
門
部
会
の
活
動
紹
介

農
地
専
門
副
部
会
長
　

平
　
　
　
博
　
之

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
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９
月
３
日
、
市
内
の
若
手
農

業
者
11
名
と
農
業
委
員
と
で
意
見

交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。
自
ら
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
紹
介
を
皮
切
り
に
、

農
業
経
営
の
展
望
と
課
題
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど

の
方
が
規

模
拡
大
と
集
約
化
を
考
え
て
お
り
、

た
い
へ
ん
頼
も
し
く
思
い
ま
し
た
。

ス
マ
ー
ト
農
業
を
進
め
て
い
く
う

え
で
、
ま
た
、
鳥
獣
対
策
に
も
効

果
的
で
あ
る
と
し
て
、
基
盤
整
備

等
土
地
改
良
事
業
の
必
要
性
が
あ

ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

た
と
い
う
点
で
は
、
大
変
有
意
義

な
会
議
で
し
た
。
長
井
市
の
農
業

を
担
っ
て
い
く
若
い
農
業
者
た
ち

の
思
い
に
少
し
で
も
応
え
る
た
め
に
、
い
た
だ
い
た
意
見

は
政
策
提
案
と
し
て
集
約

し
、
次
年
度
以
降
の
農
業

関
係
予
算
や
税
制
改
正
等

へ
の
反
映
に
つ
な
が
る
よ

う
農
業
委
員
会
と
し
て
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

農
業
振
興
専
門
部
会
の
活
動
紹
介

農
業
振
興
専
門
副
部
会
長
　

鈴
　
木
　
憲
　
一

市内農業者と農業委員との意見交換会

　令和７年11月17日に「農業委員会等
に関する法律第38条第１項」に基づき、
長井市長へ次の項目について意見書を
提出いたしました。

令和８年度
長井市農業施策に関する

意見書
１．地域計画目標達成のための基盤整

備促進について
２．農業者の人材確保・育成について
３．鳥獣害対策について
４．中小規模農家に対する支援について
５．中間管理事業の手数料の補助につ

いて
６．地目変更登記手続きに係る行政の

体制の構築について
７．農用地利用改善組合に対する支援

の継続について

　スマート農業等を実施するうえで支障を
きたす条件不利地の問題、年々深刻になる
高齢化による農業人材不足、鳥獣被害の原
因の一つとなる米坂線沿線の草の管理、そ
れらの解消には基盤整備が必要であること、
中小規模農家への支援等、市内農業者から
いただいた意見や声を集めて市へ届けてま
いりました。あら
ためて、アンケー
トに回答いただい
たり意見交換会に
ご出席いただいた
皆様、ありがとう
ございました。

長
井
市
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
、

市
長
に
農
業
施
策
に
関
す
る
意
見
・

要
望
書
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
年
度
は
特
別
に
鈴
木
憲
和
農
林
水

産
大
臣
を
訪
問
す
る
機
会
を
得
ま
し

た
。
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
要
望
書
を
直
接
手
渡
し
、
委

員
一
人
ひ
と
り
が
日
頃
か
ら
抱
え
て

い
る
課
題
や
意
見
を
大
臣
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
大
臣
か
ら
は

短
い
コ
メ
ン
ト
な
が
ら
も
重
要
な
ご

意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
委
員
会

と
し
て
、
現
場
の
声
を
国
政
に
届
け

る
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

続
い
て
、
生
産
局
企
画
課
の
米
田

智
一
係
長
よ
り
、「
米
を
め
ぐ
る
状

況
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
講
義
を
受

け
ま
し
た
。
研
修
で
は
、食
糧
・
農
業
・

農
村
の
現
状
、
米
の
生
産
目
標
と
現

在
の
生
産
状
況
、
そ
し
て
令
和
８
年

度
の
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

の
細
部
に
至
る

ま
で
丁
寧
な
説

明
が
あ
り
ま
し

た
。
委
員
か
ら

は
活
発
な
質
問

が
相
次
ぎ
、
特

に
「
令
和
９
年

度
か
ら
の
水
田
政
策
の
根
本
的
な
見

直
し
」
に
つ
い
て
は
、「
転
作
の
概

念
を
無
く
す
」
様
な
政
策
転
換
を
求

め
る
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後

の
政
策
転
換
が
生
産
現
場
に
与
え
る

影
響
に
つ
い
て
、
委
員
各
位
が
真
剣

に
考
え
る
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
度  

長
井
市
農
業
委
員
視
察
研
修

　
鈴
木
憲
和
農
林
水
産
大
臣
を
訪
問
、
要
望
書
を
提
出

農
業
振
興
専
門
部
会
長
　

片
　
倉
　
　
　
功

大臣へ意見書提出

水
田
利
活
用
研
修
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次期農業委員を募集します
長井市では、農業に熱意と識見を持つ方を募集します。
あなたの力で、長井市の農地の利用の最適化を推進しましょう。

長井市農業委員会　農業委員募集要項
項　　目 内　　　　　　　容

応 募 方 法

自薦他薦は問いません。 所定の様式（「長井市農業委員会の委員推薦届出書」又は「長井市農業委員会
の委員応募申出書」）に必要事項を記載の上、締切日までに長井市農業委員会事務局へ提出してください。

所定の様式は長井市農業委員会事務局で直接お受け取りいただくか、市ホームぺージよりダウンロー
ドしてください。郵送による提出も可とします。また、提出いただいた書類は返却しませんのでご了
承ください。
応募状況については、市ホームページで公表します。公表内容は必要事項のみ掲載いたします。（提出
書類より取得した個人情報については、保護・管理に十分注意するとともに、候補者の選考以外の目
的に使用することはありません。）

募 集 期 間 令和８年２月２日（月）～３月２日（月）必着

応 募 資 格

①農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に
属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者 
②市が設置する他の附属機関等の委員でない者

ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。 ア．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  
イ．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

農地等の利用の最適化とは、以下の３点を言います。
 ①担い手への農地利用の集積・集約化 ②遊休農地の発生防止・解消 ③新規参入の促進

募 集 人 数
（委員定数） １７名

任 　 期 令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日

報 　 酬 月額３６，０００円＋能率給

長井市特別職に属する者の給与等に関する条例により支給

職 務 内 容

〇総会（毎月２５日頃）及び部会、研修会等への出席 〇農地の権利移動や転用等の現地確認 〇地域計
画等の話し合いへの参加 〇農地の出し手・受け手の利用調整 〇農地パトロール（農地利用状況調査） 
〇新規就農者への相談対応 〇その他農業委員会の所掌に属する事項

秘密保持義務があり、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様です。

選 任 方 法

市長が議会の同意を得て任命します。 
①必要に応じて「長井市農業委員候補者評価委員会」を開催し、提出された書類から候補者を選考します。
②候補者の任命にあたり、次の構成要件があります。 ・認定農業者（認定農業者である法人の業務を
執行する役員等を含む）が過半数を占めるようにしなければならない。 ・農業委員会の所掌に属する
事項に関し利害関係を有しない者（中立委員）を含めるようにしなければならない。 
・委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない。

問い合わせ 長井市農業委員会事務局   〒993-8601　長井市栄町１番１号　長井市役所３階 
TEL 82－8026　　FAX 87－3369  E-mail  nougyou@city.nagai.yamagata.jp
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裁定請求をお忘れなく！

農業者年金の受給にはお手続きが必要です。60歳を超えると農業者年金基金からご案内が届
きますので、必ずご確認ください。法人化などにより途中で脱退しても、支払った保険料の
分の年金を受け取ることができますので、忘れずお手続きください。老齢年金の受給開始時期
は、60歳から75歳になるまでの間で選ぶことができます。詳しくは農業委員会事務局にお問
い合わせください。

【お問い合わせ】
長井市農業委員会（☎82-8026）、または、山形おきたま農協あやめ支店（☎83-3511）へ
おたずねください。

農業者年金のご案内をする時、よく聞くのが「今から始めてもねえ･･･」という言
葉。でも待ってください、40歳や50歳の加入でも、十分メリットがあるんです！

通常加入の場合、保険料は２万円から６万７千円の範囲で、千円単位で選ぶことができます。
40歳や50歳の加入でも、保険料額によっては会社員並みの年金を期待できます。

令和４年の制度改正により、国民年金の任意加入被保険者※であれば、最長64歳まで農業者
年金への加入が可能になりました。言い換えると、40歳や50歳の加入でも、64歳まで被保険
者として保険料を納入することができるということです※。当然、その分受け取る年金の額
も大きくなります。50歳の加入であっても加入期間が最長15年あるので、今からでも遅いと
いうことはありません。※別途手続が必要です。

今増えているのが、節税効果を期待しての加入です。その年に支払った農業者年金の保険料
は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、米価や野菜価格の値上がりが著しい時は、
大きな節税効果を期待できます。所得が減った場合でも、毎月保険料の見直しが可能なので
安心です。

その他、詳しい案内をご希望の方は農業委員会事務局までご連絡ください。

短期集中型で勝負！

64歳まで保険料納入が可能

大きな節税効果
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令和８年２月 13日

11
月
11
日
、
長
井
市
給
食
共
同
調
理
場

で
「
女
性
農
業
者
等
研
修
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
市
内
の
女
性
農
業
者
を
は
じ
め
、

食
や
農
に
関
心
の
あ
る
多
く
の
参
加
者
が

集
ま
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
学
校
栄
養
教
諭
の
佐
藤
さ

ん
が
「
健
康
な
心
と
体
を
育
む
学
校
給
食

の
取
り
組
み
」
に
つ
い
て
講
話
し
ま
し
た
。

給
食
は
単
な
る
昼
食
で
は
な
く
、
学
校
教

育
の
重
要
な
一
環
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
提

供
に
は
法
律
に
定
め
ら
れ
た
目
標
が
あ
る

こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
適
切
な
栄
養
の
摂

取
に
よ
る
健

康
維
持
は
も

ち
ろ
ん
、
食

料
の
生
産
・

流
通
・
消
費

へ
の
正
し
い

理
解
や
、
伝

統
的
な
食
文

化
を
知
る
こ

と
な
ど
、
多

面
的
な
役
割

が
あ
る
と
い

う
お
話
に
、

参
加
者
は
深

く
う
な
ず
き

　
編
集
後
記

　
編
集
後
記

　
昨
年
は
春
の
強
風
、
夏
は
猛

　
昨
年
は
春
の
強
風
、
夏
は
猛

暑
、
少
雪
で
渇
水
、
秋
は
長
雨

暑
、
少
雪
で
渇
水
、
秋
は
長
雨

で
農
作
物
に
影
響
が
出
ま
し
た
。

で
農
作
物
に
影
響
が
出
ま
し
た
。

　
ま
た
、
被
災
に
遭
わ
れ
た
り

　
ま
た
、
被
災
に
遭
わ
れ
た
り

し
た
皆
様
方
に
心
か
ら
お
見
舞

し
た
皆
様
方
に
心
か
ら
お
見
舞

い
申
し
上
げ
ま
す
。

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
終
わ
り
に
、
本
誌
の
編
集
に

　
終
わ
り
に
、
本
誌
の
編
集
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
方

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
方

々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
井
渕
　
博
昭
）

（
井
渕
　
博
昭
）

な
が
ら
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

続
い
て
、
業
務
係
の
小
関
さ
ん
か
ら
地

産
地
消
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
ご
飯
に
は
長
井
市
産
レ
イ
ン

ボ
ー
認
証
米
を
１
０
０
％
使
用
し
て
い
る

一
方
、
地
場
野
菜
は
異
常
気
象
等
の
影
響

で
入
荷
が
不
安
定
に
な
り
や
す
く
、
調
達

に
苦
労
し
て
い
る
と
の
こ
と
。「
子
ど
も

た
ち
に
届
け
た
い
と
い
う
生
産
者
の
思
い

が
頼
り
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
多
く

の
参
加
者
が
共
感
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
日
の
給
食
は
、
ご
飯
、
鮭
の
お
ろ

し
ポ
ン
酢
か
け
、
豚
肉
と
ご
ぼ
う
の
い
り

煮
、
か
ぶ
の
レ
イ
ン
ボ
ー
み
そ
汁
、
牛
乳
。

生
産
者
と
調
理
場

の
思
い
が
詰
ま
っ

た
献
立
を
味
わ
い
、

「
お
い
し
い
」「
元

気
が
出
る
」
と
笑

顔
が
広
が
り
ま
し

た
。食

後
は
、
市
内
泉
で
ヨ
ガ
教
室
「
ス
タ

ジ
オ
テ
ィ
ユ
ー
ル
」
を
主
宰
す
る
安
部

久
代
さ
ん
が
、
椅
子
に
座
っ
て
で
き
る
体

操
を
指
導
。
参
加
者
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た

表
情
で
体
を
ほ
ぐ
し
て
い
ま
し
た
。

日
々
、
農
作
業
や
仕
事
、
家
族
や
地
域

研
修
会
で
心
も
体
も
健
や
か
に
！

研
修
会
で
心
も
体
も
健
や
か
に
！ 

女
性
農
業
者
等
研
修
会

の
用
事
な
ど
で
忙
し
い
毎
日
を
送
る
女
性

た
ち
に
と
っ
て
、
心
と
体
を
整
え
る
ひ
と

と
き
と
な
り
ま
し
た
。

（
小
林
美
和
子
）お問い合わせ　市農業委員会事務局　農地係　☎８２－８０２６

月 申請締切日 総会予定日 月 申請締切日 総会予定日

1 ９日（金） 26日（月） 7 10日（金） 27日（月）

2 10日（火） 25日（水） 8 10日（月） 25日（火）

3 10日（火） 25日（水） 9 10日（木） 25日（金）

4 10日（金） 27日（月） 10 9日（金） 26日（月）

5 8日（金） 25日（月） 11 10日（火） 25日（水）

6 10日（水） 25日（木） 12 10日（木） 25日（金）

※１　令和8年中に農地法
による所有権移転を考え
ている場合、12月総会で
は年内に所有権移転を完
了させることが困難にな
る恐れがありますので、
早めのお手続きをご検討
ください。
※２　上記以外の売買を検
討される場合は、上記の
スケジュールによりませ
んので、担当（農地係）
までご相談ください。

● ● ● 令和８年 農地法許可申請締切日・総会開催予定日 ● ● ●

（6）


